
県道

計 １回目 ２回目 計 １回目 ２回目

令和７年度　道路除草業務委託

工区 路線種別 路線番号 路線名
管理延長

　（m）

除草部　（㎡） 境界ブロック部　（ｍ）
交通

誘導員
備　考

≒9,900 ≒23,000

舗装縁

【構造物】

十日市

一般県道 470 三次インタ－線 5,679.0 3,760.0 1,880.0 1,880.0 10,520.0 5,260.0 5,260.0

一般県道 434 和知三次線 8,127.0 6,110.0 3,055.0 3,055.0 12,510.0 6,255.0 6,255.0

計 13,806.0 9,870.0 4,935.0 4,935.0 23,030.0 11,515.0 11,515.0 34.0

面積 除草部 9,900 13,620m×0.1

　※境界ﾌﾞﾛｯｸ部は両端併せて0.2m刈ることを想定。延長×0.2で面積計算。

計算 ブロック部 4,600 1,362

　※車道・歩道の舗装縁は0.1m刈ることを想定。延長×0.1で面積計算。


